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令和4年8月10日 第181回統計委員会「公的統計の総合的な品質向上に向けて（建議）」において、今後の取

組の一つに「遅延調査票の取扱いの明確化」が挙げられ、各府省は、各統計調査の特性に応じ、「遅延調査

票への対処基準」に沿って、遅延調査票を処理することとされた。

医療施設動態調査は、毎月の報告の中に、前月以前に開設・廃止等の事象が発生した調査票が提出される場

合があり、「遅延調査票への対処基準」のⅡ２）ア）に該当するため、所要の見直しを行う。
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「遅延調査票への対処基準」Ⅲ 遅延調査票を使用する場合における留意点への対応

◆ 医療施設動態調査では以下の公表をしている。
①毎月、月報（概数） ②年に１回、年計（毎年10月から１年間の調査結果）

◆ 月報（概数）では、前月の医療施設数・病床数に当該月に提出された調査票（前月以前の事象に関する
調査票を含む）データを反映させて直近の医療施設数・病床数を集計している。

◆ 年計において、１年間の動態状況（開設－廃止－休止ー再開別）を月別に表章している結果表では、開
設などの事象が発生した月ではなく、調査票が提出された月のデータを使用し、提出月で集計している。

◆ 遅延調査票を集計に使用している場合には、その処理方法を公表資料に明示する。

→ 令和４年度中に、厚生労働省ホームページに掲載している調査の概要に処理方法を明示する。

◆ 提出された月の月別集計に使用した遅延調査票を、事後に遡って反映する処理の導入や月別集計の
廃止などを含め、月別集計の在り方を検討するとともに、遅延の原因を確認し、改善策等を検討する。

→ 月別集計（月報）は直近の医療施設数等を把握する必要があるため現在の集計方法から変更しない。
→ 月別集計（年計）は令和４年調査以降の公表に当たって、事象が発生した月に遡って反映する処理が

可能かどうかの検証を行い、検討を行う。
→ また、令和４年度中に医療施設動態調査の報告者である都道府県等に対して遅延調査票が発生する原

因を確認する予定である。

令和２年 医療施設調査令和元（２０１９）年１０月～令和２（２０２０）年９月
  全国編 第３３表 病院数；病床数，月・病床の種類・開設者・開設－廃止－休止－再開別
注：１）施設数の総数は開設・廃止・休止・再開があった施設である。
  ２）病床の種類ごとの施設数は開設・廃止・休止・再開があった当該病床を有する施設である。

総数 令和元年１０月 １１月 １２月 令和２年１月 ２月 ３月
施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数

開設
総数 74 11987 13 3232 6 990 5 961 1 195 5 329 7
国 4 1005 1 550 - - - - 1 195 - - -

統計委員会建議の留意点への対応

現在の公表・集計方法

（参考）令和２年調査結果表
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医療施設動態調査の業務フロー

医療法等に基づく届出 受付・審査１ ３

・開設者
・許可病床数
・診療科目

などの変更

厚生労働省

ホームページ

審査終了後、
集計し、結果を

公表

都道府県
（ 保 健 所
を 設 置 す
る 市 ・ 特
別区）

国

医療施設動態調査票の作成、提
出（①の届出に基づく）２

※1 照会は内容に不備があった場合のみ

集計・公表

開設

廃止

変更

休止

再開

照会*1

回答

医療施設基本
ファイル

（マスター）

データ追加（開設）
データ更新（変更等）

医療施設
（調査対象）

開設・廃止等
のあった
病院

一般診療所
歯科診療所

オ ン ラ イ ン
(電子メール)
による提出

（翌月20
日までに
提出）

各種届出
の提出

（開設・
廃止等の
あった都

度10日
以内）

※ 調査票受付月の翌月下旬に公表

【公表内容】
・月末施設数及び病床数
・開設者別施設数及び病床数
・都道府県別施設数及び病床数

（外部事業者）

４

「医療施設動態調査」の
報告者

調査票
作成

参考
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６

例：令和４年７月分 医療施設動態調査票の取扱い

医療施設
開設

R4.6.30

医療施設
廃止

R2.3.31

医療施設
廃止

R4.6.10

医療施設
開設

R4.7.1

7/1 7/31

10日以内
に届出

10日以内
に届出

遅延のためR4.7月中に届出

動態調査票
（開設）
７月提出分
２件

動態調査票
（廃止）
作成漏れ

8/20

翌月20日までに提出

翌月20日までに提出

月報の集計イメージ

前月分施設数
（100）

当月提出分
開設 +2

当月分施設数
前月分（100）+増分2-減分2

↓
100

変更の件数ではなく、
変更を反映した後の施設数を
毎月集計・公表している。

年計の集計イメージ

変更を反映した後の施設数（１年分）のほか、変更の件数を月別に集計している。

○従来の月別結果表イメージ（調査票提出月別）

… 令和４年６月 令和４年７月 …

新規開設 - 2

廃止 - 2

○建議を踏まえた月別結果表イメージ（事象発生月別）

前年以前 … 令和４年６月 令和４年７月 …

新規開設 - 1 1

廃止 1 1 -

検証・検討した結果、
遡及可能な場合

都道府県等

令和４年７月１日～
令和４年７月31日に
医療法に基づく届出を受けた
都度、動態調査票を作成し、
１ヶ月分を取りまとめ提出

厚生労働省

6/20

◆事象発生日が令和４年６月20日
以前

◆受付・審査

◆集計

◆公表

（９月末に
令和４年７
月末概数公

表）

遅延調査票に該当

4

10日以内
に届出

動態調査票
（廃止）
７月提出分
２件

令和４年７月１日～
令和４年７月31日に
医療法に基づく届出を受けた
都度、動態調査票を作成し、
１ヶ月分を取りまとめ提出

前月より継続
（98）

当月提出にて
廃止 -2

100


